
平成˜�年š月�日 月曜日 (号外第›�号)官 報

四

高
齢
者
の
居
住
の
安
定
確
保
に
関
す
る
法
律
施
行

規
則
（
平
成
十
三
年
国
土
交
通
省
令
第
百
十
五
号
）

第
十
一
条
第
二
項
第
六
号
及
び
第
六
十
条
第
二
項
第

五
号

五

都
市
再
生
特
別
措
置
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年

国
土
交
通
省
令
第
六
十
六
号
）
第
一
条
第
八
号

（
鉄
道
事
業
会
計
規
則
の
一
部
改
正
）

第
三
十
一
条

鉄
道
事
業
会
計
規
則
（
昭
和
六
十
二
年
運

輸
省
令
第
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
費
用
の
表
中
「登

記
簿
謄
抄
本
交
付
手
数

料

」
を
「登

記
事
項
証
明
書
交
付
手
数
料

」に
改
め
る
。

（
密
集
市
街
地
に
お
け
る
防
災
街
区
の
整
備
の
促
進
に

関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
三
十
二
条

密
集
市
街
地
に
お
け
る
防
災
街
区
の
整
備

の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
九
年
建
設
省

令
第
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
第
六
号
様
式
中
「土

地
登
記
簿
登
記
事
項

」
及

び
「建

物
登
記
簿
登
記
事
項

」
を「登

記
簿
登
記
事
項

」

に
改
め
る
。

別
記
第
七
号
様
式
中
「土

地
登
記
簿
登
記
事
項

」
を

「登
記
簿
登
記
事
項

」
に
改
め
る
。

別
記
第
九
号
様
式
中
「土

地
登
記
簿

」
を「登

記
簿

」

に
改
め
る
。

別
記
第
十
一
号
様
式
中
「土

地
登
記
簿
登
記
事
項

」

及
び
「建

物
登
記
簿
登
記
事
項

」
を
「登

記
簿
登
記
事

項

」
に
改
め
る
。

別
記
第
十
四
号
様
式
及
び
別
記
第
十
六
号
様
式
中

「不
動
産
登
記
法
施
行
令
（
昭
和
35年
政
令
第
228号

）
第
３
条

」
を
「不

動
産
登
記
規
則
（
平
成
17年
法
務
省

令
第
18号
）
第
99条

」
に
、「土

地
登
記
簿

」
を
「登
記

簿

」
に
改
め
る
。

別
記
第
二
十
五
号
様
式
備
考
２
及
び
別
記
第
二
十
六

号
様
式
備
考
２
中
「土

地
登
記
簿

」
を
「登
記
簿

」
に

改
め
る
。

（
建
築
基
準
法
に
基
づ
く
指
定
資
格
検
定
機
関
等
に
関

す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
三
十
三
条

建
築
基
準
法
に
基
づ
く
指
定
資
格
検
定
機

関
等
に
関
す
る
省
令
（
平
成
十
一
年
建
設
省
令
第
十
三

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
二
項
第
一
号
中
「
登
記
簿
の
謄
本
」を「
登

記
事
項
証
明
書
」
に
改
め
る
。

第
十
四
条
中
「
い
う
。
以
下
同
じ
」
を
「
い
う
。
以

下
「
後
見
等
登
記
事
項
証
明
書
」
と
い
う
」
に
改
め
、

同
条
第
一
号
中
「
登
記
簿
の
謄
本
」
を
「
登
記
事
項
証

明
書
」
に
改
め
、
同
条
第
八
号
の
二
中
「
登
記
事
項
証

明
書
」
を
「
後
見
等
登
記
事
項
証
明
書
」
に
改
め
る
。

第
三
十
二
条
中
「
登
記
事
項
証
明
書
に
つ
い
て
は
」

を
「
後
見
等
登
記
事
項
証
明
書
に
つ
い
て
は
」に
改
め
、

同
条
第
一
号
中
「
登
記
簿
の
謄
本
」
を
「
登
記
事
項
証

明
書
」
に
改
め
、
同
条
第
九
号
中「
登
記
事
項
証
明
書
」

を
「
後
見
等
登
記
事
項
証
明
書
」
に
改
め
る
。

第
四
十
七
条
第
一
号
中
「
登
記
簿
の
謄
本
」
を
「
登

記
事
項
証
明
書
」
に
改
め
る
。

第
五
十
八
条
中
「
登
記
事
項
証
明
書
に
つ
い
て
は
」

を
「
後
見
等
登
記
事
項
証
明
書
に
つ
い
て
は
」に
改
め
、

同
条
第
一
号
中
「
登
記
簿
の
謄
本
」
を
「
登
記
事
項
証

明
書
」
に
改
め
、
同
条
第
九
号
中「
登
記
事
項
証
明
書
」

を
「
後
見
等
登
記
事
項
証
明
書
」
に
改
め
る
。

第
七
十
二
条
第
一
号
中
「
登
記
簿
の
謄
本
」
を
「
登

記
事
項
証
明
書
」
に
改
め
る
。

（
住
宅
の
品
質
確
保
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規

則
の
一
部
改
正
）

第
三
十
四
条

住
宅
の
品
質
確
保
の
促
進
等
に
関
す
る
法

律
施
行
規
則
（
平
成
十
二
年
建
設
省
令
第
二
十
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
八
条
中
「
い
う
。
以
下
同
じ
」
を
「
い
う
。
以
下

「
後
見
等
登
記
事
項
証
明
書
」
と
い
う
」
に
改
め
、
同

条
第
一
号
中
「
登
記
簿
の
謄
本
」
を
「
登
記
事
項
証
明

書
」
に
改
め
、
同
条
第
九
号
中
「
登
記
事
項
証
明
書
」

を
「
後
見
等
登
記
事
項
証
明
書
」
に
改
め
る
。

第
四
十
五
条
中
「
登
記
事
項
証
明
書
に
つ
い
て
は
」

を
「
後
見
等
登
記
事
項
証
明
書
に
つ
い
て
は
」に
改
め
、

同
条
第
一
号
中
「
登
記
簿
の
謄
本
」
を
「
登
記
事
項
証

明
書
」
に
改
め
、
同
条
第
九
号
中「
登
記
事
項
証
明
書
」

を
「
後
見
等
登
記
事
項
証
明
書
」
に
改
め
る
。

第
五
十
八
条
第
一
号
中
「
登
記
簿
の
謄
本
」
を
「
登

記
事
項
証
明
書
」
に
改
め
る
。

第
七
十
一
条
中
「
登
記
事
項
証
明
書
に
つ
い
て
は
」

を
「
後
見
等
登
記
事
項
証
明
書
に
つ
い
て
は
」に
改
め
、

同
条
第
一
号
中
「
登
記
簿
の
謄
本
」
を
「
登
記
事
項
証

明
書
」
に
改
め
、
同
条
第
九
号
中「
登
記
事
項
証
明
書
」

を
「
後
見
等
登
記
事
項
証
明
書
」
に
改
め
る
。

第
八
十
三
条
第
一
号
及
び
第
九
十
条
第
二
項
第
一
号

中
「
登
記
簿
の
謄
本
」
を
「
登
記
事
項
証
明
書
」
に
改

め
る
。

（
国
土
交
通
大
臣
の
所
管
に
属
す
る
公
益
法
人
の
設
立

及
び
監
督
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
三
十
五
条

国
土
交
通
大
臣
の
所
管
に
属
す
る
公
益
法

人
の
設
立
及
び
監
督
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
二
年
総運建

理
府
輸
省
設
省
令
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
第
一
項
、
第
八
条
第
一
項
第
六
号
及
び
第
十

条
第
二
項
第
三
号
中
「
登
記
簿
の
謄
本
」
を
「
登
記
事

項
証
明
書
」
に
改
め
、
第
十
二
条
第
一
項
中
「
登
記
簿

の
抄
本
」
を
「
登
記
事
項
証
明
書
」
に
改
め
る
。

（
国
土
交
通
省
所
管
の
不
動
産
の
登
記
並
び
に
船
舶
の

登
記
及
び
登
録
の
嘱
託
に
関
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
三
十
六
条

国
土
交
通
省
所
管
の
不
動
産
の
登
記
並
び

に
船
舶
の
登
記
及
び
登
録
の
嘱
託
に
関
す
る
省
令
（
平

成
十
二
年
総
理
府

運
輸
省

建
設
省
令
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

「
不
動
産
登
記
法
第
三
十
五
条
第
三
項
（
船
舶
登
記

規
則
第
一
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）」
を

「
不
動
産
登
記
令
（
平
成
十
六
年
政
令
第
三
百
七
十
九

号
）
第
七
条
第
二
項
並
び
に
船
舶
登
記
令
（
平
成
十
七

年
政
令
第
十
一
号
）
第
十
三
条
第
二
項
及
び
第
二
十
七

条
第
二
項
」
に
改
め
る
。

（
大
深
度
地
下
の
公
共
的
使
用
に
関
す
る
特
別
措
置
法

施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
三
十
七
条

大
深
度
地
下
の
公
共
的
使
用
に
関
す
る
特

別
措
置
法
施
行
規
則
（
平
成
十
二
年
総
理
府
令
第
百
五

十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
様
式
第
２
の
備
考
２
中
「土

地
登
記
簿
又
は
土

地
台
帳
の
記
載

」
を
「登

記
簿
の
記
録
又
は
土
地
台
帳

の
記
載

」
に
、「土

地
登
記
簿
又
は
土
地
台
帳
に
記
載

」

を
「登

記
簿
に
記
録
若
し
く
は
土
地
台
帳
に
記
載

」に
、

「土
地
登
記
簿
又
は
土
地
台
帳
に
よ
る
こ
と

」
を
「登

記
簿
若
し
く
は
土
地
台
帳
に
よ
る
こ
と

」
に
改
め
る
。

（
本
州
四
国
連
絡
橋
公
団
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
三
十
八
条

本
州
四
国
連
絡
橋
公
団
法
施
行
規
則
（
平

成
十
二
年
運
輸
省

建
設
省
令
第
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

第
二
十
七
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
マ
ン
シ
ョ
ン
の
建
替
え
の
円
滑
化
等
に
関
す
る
法
律

施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
四
十
条

マ
ン
シ
ョ
ン
の
建
替
え
の
円
滑
化
等
に
関
す

る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
国
土
交
通
省
令
第
百

十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
様
式
第
１
中
「建

物
登
記
簿
登
記
事
項

」、「（土
地
・
建
物
）
登
記
簿
登
記
事
項

」
及
び
「土

地
登
記
簿

登
記
事
項

」
を
「登

記
簿
登
記
事
項

」
に
改
め
、
同
様

式
備
考
２
中
「不

動
産
登
記
法
施
行
令
（
昭
和
35年
政

令
第

228号
）
第
３
条

」
を
「不

動
産
登
記
規
則
（
平

成
17年
法
務
省
令
第
18号
）
第
99条

」
に
改
め
る
。

別
記
様
式
第
２
中
「建

物
登
記
簿
登
記
事
項

」
及
び

「（土
地
・
建
物
）
登
記
簿
登
記
事
項

」
を
「登

記
簿

登
記
事
項

」
に
改
め
、
同
様
式
備
考
２
中
「不

動
産
登

記
法
施
行
令
（
昭
和

35年
政
令
第

228号
）
第
３
条

」

を
「不

動
産
登
記
規
則（
平
成
17年
法
務
省
令
第
18号
）

第
99条

」
に
改
め
る
。

別
記
様
式
第
３
中
「建

物
登
記
簿
登
記
事
項

」を「登
記
簿
登
記
事
項

」
に
改
め
る
。

（
不
動
産
登
記
規
則
の
準
用
）

第
二
十
七
条

不
動
産
登
記
規
則
（
平
成
十
七
年
法
務

省
令
第
十
八
号
）
第
四
十
三
条
第
一
項
第
四
号
（
第

五
十
一
条
第
八
項
、
第
六
十
五
条
第
九
項
、
第
六
十

八
条
第
十
項
及
び
第
七
十
条
第
七
項
に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
を
含
む
。）、
第
六
十
三
条
第
三
項
、
第
六

十
四
条
第
一
号
及
び
第
四
号
並
び
に
第
百
八
十
二
条

第
二
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
船
舶
登
記
規
則
（
平
成

十
七
年
法
務
省
令
第
二
十
七
号
）
第
四
十
九
条
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）の
規
定
に
つ
い
て

は
、
公
団
を
国
の
行
政
機
関
と
み
な
し
て
、
こ
れ
ら

の
規
定
を
準
用
す
る
。

（
マ
ン
シ
ョ
ン
の
管
理
の
適
正
化
の
推
進
に
関
す
る
法

律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
三
十
九
条

マ
ン
シ
ョ
ン
の
管
理
の
適
正
化
の
推
進
に

関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
三
年
国
土
交
通
省
令

第
百
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
条
第
二
項
第
一
号
中
「
登
記
簿
の
謄
本
」を「
登

記
事
項
証
明
書
」
に
改
め
る
。

第
二
十
五
条
第
二
項
中
「
登
記
事
項
証
明
書
に
つ
い

て
は
」
を
「
登
記
事
項
証
明
書
（
後
見
登
記
等
に
関
す

る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
五
十
二
号
）
第
十
条

第
一
項
に
規
定
す
る
登
記
事
項
証
明
書
を
い
う
。
以
下

「
後
見
等
登
記
事
項
証
明
書
」と
い
う
。）に
つ
い
て
は
」

に
改
め
、
同
項
第
一
号
中
「
登
記
事
項
証
明
書
（
後
見

登
記
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
五
十

二
号
）
第
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
登
記
事
項
証
明
書

を
い
う
。
以
下
同
じ
。）」
を
「
後
見
等
登
記
事
項
証
明

書
」
に
改
め
る
。

第
四
十
二
条
第
一
項
第
一
号
イ
中「
登
記
簿
の
謄
本
」

を
「
登
記
事
項
証
明
書
」
に
改
め
る
。

第
五
十
三
条
第
一
項
及
び
同
項
第
三
号
中
「
登
記
事

項
証
明
書
」
を
「
後
見
等
登
記
事
項
証
明
書
」に
改
め
、

同
項
第
十
号
中
「
登
記
簿
謄
本
」
を
「
登
記
事
項
証
明

書
」
に
改
め
る
。

第
七
十
条
第
三
項
及
び
同
項
第
二
号
中
「
登
記
事
項

証
明
書
」
を
「
後
見
等
登
記
事
項
証
明
書
」に
改
め
る
。
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